
 １　特別法犯少年の検挙状況（犯罪少年）

特別法犯少年の法令別検挙状況 （人）

元年 ２年 ３年 ４年 ５年 増減数 増減率(%)
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　　　　令和５年中の本県の特別法犯少年の検挙人員は402人で、前年に比べ74人（15.5％）減少してい
　　　ます。



２　特別法犯少年の学職別検挙状況（犯罪少年）

特別法犯少年の学職別検挙状況 （人）

476 402 ▲74      ▲15.5

50)(      49)(      ▲1)(     ▲ 2.0)(   

58        12.2 46        11.4 ▲12      ▲20.7

6)(       12.0)(    11)(      22.4)(    5)(       83.3)(     

219       46.0 185       46.0 ▲34      ▲15.5

28)(      56.0)(    19)(      38.8)(    ▲9)(     ▲ 32.1)(  

81        17.0 65        16.2 ▲16      ▲19.8

3)(       6.0)(     2)(       4.1)(     ▲1)(     ▲ 33.3)(  

358       75.2      296       73.6      ▲62      ▲17.3

37)(      74.0)(    32)(      65.3)(    ▲5)(     ▲ 13.5)(  

83        17.4 66        16.4 ▲17      ▲20.5

9)(       18.0)(    7)(       14.3)(    ▲2)(     ▲ 22.2)(  

35        7.4 40        10.0 5        14.3

4)(       8.0)(     10)(      20.4)(    6)(       150.0)(    

 ３　特別法犯少年の年齢別検挙状況（犯罪少年）

特別法犯少年の年齢別検挙状況 （人）
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　　 　令和５年中の本県の特別法犯少年の学職別では、高校生が185人(46.0％）と最も多く、次いで
　　 有職少年が66人（16.4％）となっています。

　　 　 令和５年中の本県の特別法犯少年の年齢別では、19歳が95人（23.6％）と最も多く、次いで17歳
　　　が90人（22.4％）となっています。



 ４　薬物乱用少年の学職別検挙状況（犯罪少年）

薬物乱用少年の学職別検挙状況 （人）
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　　 　 令和５年中の本県の薬物乱用少年の検挙人員は97人で、前年に比べ６人（5.8％)減少していま
　　　す。
　　 　 学職別では、有職少年が38人（39.2％）と最も多く、次いで高校生が21人（21.6％）となって
　　　います。
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 ５　触法少年の補導状況

　(1)　特別法犯少年の補導状況（触法少年）

触法少年の法令別補導状況

元年 ２年 ３年 ４年 ５年 増減数 増減率(%)
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　(2)　特別法犯少年の学職別補導状況（触法少年）

触法少年の学職別補導状況
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　　　　   令和５年中の本県の特別法犯少年のうち、触法少年の補導人員は３人となっています。
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　　　　 　令和５年中の本県の特別法犯少年のうち、触法少年の補導人員は３人で、学職別では小学生
　　　　 １人、中学生２人となっています。

小　学　生

中　学　生


